
 京都市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２８年 ３月３１日 

京都市長 門 川 大 作   

京都市規則第  号 

   京都市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 第２１条第１項第１号中「第１５条の６第１項各号」を「第１５条の７第１項各号」に

改め，同条第２項第１号中「小学校」の右に「，義務教育学校の前期課程」を加え，同項

第２号中「中学校」の右に「，義務教育学校の後期課程」を加え，「１６，０００円」を

「１７，０００円」に改める。 

第２１条の９第１号イ中「１１，３００，０００円」を「１０，５５０，０００円」に

改め，同項第２号イ中「７，９００，０００円」を「７，４００，０００円」に改め，同

項第３号イ中「４，５００，０００円」を「４，２００，０００円」に改める。 

 別表第３ ２中 
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１１０号



 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の京都市非常勤職員公務災害等補償条例施行規則（以下「改正

後の規則」という。）第２１条第２項第２号の規定は，平成２８年４月１日以後の期間

に係る奨学援護金について適用し，同日前の期間に係る奨学援護金については，なお従

前の例による。 

３ 改正後の規則第２１条の９及び別表第３の規定は，平成２８年４月１日以後に支給す

べき事由が生じた遺族特別援護金及び障害特別援護金について適用し，同日前に支給す

べき事由が生じた遺族特別援護金及び障害特別援護金については，なお従前の例による。 

（行財政局人事部給与課） 

 


